
令和２年度 令和３年度以降

1,625,000円以下 650,000円 550,000円

1,625,00円超
1,800,000円以下

給与等の収入金額×0.4
給与等の収入金額×0.4
－100,000円

1,800,000円超
3,600,000円以下

給与等の収入金額×0.3
＋180,000円

給与等の収入金額×0.3
＋80,000円

3,600,000円超
6,600,000円以下

給与等の収入金額×0.2
＋540,000円

給与等の収入金額×0.2
＋440,000円

6,600,000円超
8,500,000円以下

収入金額×0.1＋
1,200,000円

収入金額×0.1＋
1,100,000円

8,500,000円超
10,000,000円以下

収入金額×0.1＋
1,200,000円

10,000,000円超 2,200,000円

給与所得控除額
給与等の収入金額

1,950,000円

給与所得控除額一覧

※ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかか
わらず、所得税法別表第五により給与所得の金額を求めます。


